
⑥ 許可書交付、受取

日野市 土地区画整理法第76条許可申請の手続き

（１） 76条許可申請 及び 地区計画の届出 の主な流れ

2026年(令和8)4月版

① 意見書の申請（ ※）

② 申請受理、確認

③ 意見書発行の連絡

④ 76条許可の申請

⑤ 申請受理、審査

（※）意見書の申請先は、市施行の事業は区画整理課へ、組合施行の事業は区画整理組合となります。

（２） 76条許可申請必要書類（各１部。区画整理課：メール申請、区画整理組合：窓口申請、建築指導課：窓口、メール申請※ ）

76条許可の申請に係るもの ＜建築指導課へ＞意見書の申請に係るもの ＜区画整理課等へ＞

（１）許可申請書：様式第１ ※ＨＰからダウンロードできます
（１）建築に伴う施行者の意見について(申請) ※提出はExcelデータ

：様式第２ ※ＨＰからダウンロードできます

（２）付近見取図（２）付近見取図

（３）配置図（延床面積、建築面積、高さ、主要用途もわかる

もの。別紙でも可）

（３）配置図（従前地で仮換地との重なりに建築する場合、仮換地線

を青、従前地線を赤で表示）

（４）委任状（自署又は押印したもの）（４）委任状

（５）・仮換地の場合：仮換地指定通知の写し又は証明書、仮換地

明細図（任意分割の場合は敷地求積図も必要）

・従前地の場合：仮換地重ね図、敷地求積図

・保留地の場合：保留地図、保留地引渡書

（５）・仮換地の場合：仮換地指定通知の写し又は証明書、仮換地

明細図、（仮換地分割を行う場合は仮換地分割承認書）

・従前地の場合：仮換地重ね図又は換地設計決定証明書

・保留地の場合：保留地図、保留地引渡書

（６）申請者と土地所有者の権利関係がわかる書類（申請者と所有者

が異なる場合。登記事項証明書、売買契約書、承諾書等）

（６）申請者と土地所有者の権利関係がわかる書類（申請者と所有者

が異なる場合。登記事項証明書、売買契約書、承諾書等）

（７）地区計画届出書の写し（都市計画課の押印済みのもの）

メール申請の場合は、必ず申請先の担当者へ電話連絡して、受付されたことを確認してください。

④～⑥所要日数
約1週間

（３） 留意事項 及び 各課連絡先 は裏面へ

①区画整理課または区画整理組合（以下「区画整理課等」）へ申請してください。(2)必要書類、(3)留意事項を確
認してください。

②区画整理課等は、申請案件の内容について事業上の支障の有無や意見内容を確認します。

③区画整理課等は、意見書を都市計画課と建築指導課に発行します。発行したことを、申請者に連絡します。

④申請者は③の連絡後、建築指導課に76条許可の申請ができます。(2)必要書類、(3)留意事項を確認してください。

⑤建築指導課は、申請案件の内容について審査します。

⑥建築指導課は、申請者に許可通知書（紙面）を交付します。窓口受取を基本としますが、郵送（返信用封筒が必
要）でも可能です。

（ア） 地区計画の届出

（エ）届出書の写しと検印さ
れた確認申請書の返却

（イ） 届出受理

（オ） 建築確認申請

所要日数
約7～１０日

（意見書未発行の場
合は、発行後の決裁
となります。）

①～③所要日数
約1週間

（ウ） 審査・決裁意見書の発行
（都市計画課・建築指導課宛て）

相互に規程を満足するようご計画ください。



【連絡先】

申請方法連絡先等
担 当

種 別
地 区

メール申請

日野市神明1-12-1（日野市役所3F）住所区画整理課

76条意見書
042-514-8405電話

豊田南
万願寺第二
東町
西平山

kukaku2@city.hino.lg.jpメール

https://www.city.hino.lg.jp/shisei/machi
dukuri/kukakuseiri/1023581.htmlHP

窓口申請

日野市大字川辺堀之内588-1住所川辺堀之内
組合事務所

76条意見書 042-514-9171電話

http://www.zon-kawabe-
as.jp/publics/index/17/HP川辺堀之内

メール申請
窓口申請

日野市神明2-12-3住所
建築指導課

76条許可
042-587-6211電話

ksidou@city.hino.lg.jpメール
全地区 https://www.city.hino.lg.jp/shisei/machi

dukuri/kenchiku/1011311/1005307.htmlHP

窓口申請

日野市神明1-12-1（日野市役所3F）住所
都市計画課

地区計画
042-514-8354電話

tosikei@city.hino.lg.jpメール
全地区 https://www.city.hino.lg.jp/shisei/machi

dukuri/chikukei/1005202.htmlHP

（３） 留意事項

（１）仮換地での申請の場合、敷地面積および敷地境界線の寸法は、仮換地明細図のとおりとしてください。
（敷地面積は整数表示、敷地境界線は小数点以下第１位まで）

（２）許可申請とは別に確認申請手続きを進めても支障はありませんが、確認済証が公布されても、76条許可がお
りない限りは工事の着手はできません。

（３）76条許可を取得後、敷地境界線の変更または建築物の形状の変更する場合は、許可の取り直しが必要となる
場合がありますので、あらかじめご相談ください。

（４）従前地の場合、事前に区画整理課で建物配置と仮換地の位置・形状の関係等、建築計画の確認をさせていた
だきます。基本的には仮換地との重なりの中に建物がおさまる計画とし、斜線規制等も従前及び換地後にお
いても満たす計画となるように検討してください。

（５）地区計画が定められた区域では地区計画の届出が必要です。「地区計画区域内における行為の届出に必要な
書類及び流れ」をご確認ください。


